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政府は、人工知能（AI）を使った発明について、AI 開発者も共同発 

明者として認める方向で検討しています。AI 開発者が特許の付与を受 

ける発明者として認められるか否かはこれまで明確になっていません 

でした。具体的な内容は、2025 年 6 月までに策定予定の「知的財産推 

進計画」で示される見通しです。 
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（３７）シフト補正 

【質問】 

 特許出願で審査を受けて特許請求の範囲を補正する際に「シフト補正は

禁止されています」というアドバイスを受けました。シフト補正というの

はどのようなものなのでしょうか？ 

 

【回答】 

 特許出願の審査で拒絶理由を受けた後に行う特許請求の範囲の補正で、

特許請求する（＝審査を受ける）発明の内容を大きく変更する補正が、い

わゆるシフト補正と呼ばれているものになります。 

複数の発明を一件の特許出願の中に盛り込んで特許請求して審査を受ける

ことができるように、一件の特許出願の中に含めることのできる発明の範

囲が「発明の単一性」として特許法第 37 条に規定されています。シフト補

正の禁止は、特許法第 37 条の「発明の単一性」の規定と関係しています。

そこで今回は、シフト補正が禁止されている趣旨などについて説明し、次

回で、特許法第 37条の「発明の単一性」の内容について解説します。 

 

＜シフト補正が禁止されている趣旨＞ 

 いわゆる「シフト補正の禁止」は、特許法第 17条の 2第 4項に規定され

ています。拒絶理由を受けて特許請求の範囲を補正するときは「その補正

前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かに

ついての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載され

る事項により特定される発明とが、特許法第第 37条の発明の単一性の要件

を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。」

という規定です。 

 特許出願の審査で拒絶理由通知を受けた後に特許請求する（＝審査を受

ける）発明の内容が補正によって大きく変更されると、審査官は、それま

での審査で行っていた先行技術調査、審査の結果を、補正後の発明につい

ての審査に活用できなくなることがあります。 

このようになると、審査官は、先行技術調査、審査をやり直すことになり

ます。 



 そこで、特許出願の審査で拒絶理由通知を受けた後に特許請求する（＝

審査を受ける）発明の内容を大きく変更する補正を許容することは、迅速、

的確な特許権付与という観点からは望ましくありません。 

 また、特許請求する（＝審査を受ける）発明の内容が、審査を受けた後

に大きく変更される補正が行われる特許出願と、そのような補正が行われ

ない特許出願との間で取り扱いの公平性を確保するという観点からも特許

出願の審査で拒絶理由通知を受けた後に特許請求する（＝審査を受ける）

発明の内容を大きく変更する補正を許容することは望ましくありません。 

 そこで、上述したシフト補正の禁止という補正の制限が導入されていま

す。 

 

＜審査を受ける前に行う補正には課されない＞ 

 特許出願の際に特許庁へ提出した明細書・図面、等の記載内容を補充・

訂正する補正は、特許出願後であればいつでも行うことができます。ただ

し、審査請求して特許庁審査官から拒絶理由の通知を受けた後は、拒絶理

由通知書で指定された期間などの所定の期間、時期にしか補正を行うこと

ができません。 

 上述したシフト補正禁止の制限は、「拒絶理由通知において特許をする

ことができないものか否かについての判断が示された発明」と規定されて

います。そこで、拒絶理由通知書を受けて行う際の補正に課される制限に

なり、審査を受ける前に行う補正では新規事項追加禁止の制限を受けます

が、シフト補正禁止という制限は受けません。 

 なお、特許出願では、特許庁におけるいわば第一審としての一人の審査

官による審査で「拒絶理由通知書で指摘した拒絶理由が解消しないので特

許を受けることができない」として「拒絶査定」を受け、その後３カ月以

内に、特許成立を目指して拒絶査定不服審判を請求し、３人あるいは５人

の審判官による合議での慎重な審理を求めることがあります。 

 この拒絶査定不服審判を請求した後に審判官合議体などから拒絶理由通

知を受けることがあります。上述したシフト補正禁止の制限は拒絶査定不

服審判請求後に拒絶理由を受けて補正する際にも課されます。 

 

＜シフト補正禁止の規定に違反した場合＞ 

 特許法第 17 条の 2 第 4 項に規定されているシフト補正の制限に違反し

た場合は、拒絶理由を受けます（特許法第 49 条第 1号）。 



また、いわゆる「最後の拒絶理由通知」に対する応答としてされた補正が

シフト補正禁止の制限に違反している場合には補正却下の理由になります

（特許法第 53条第 1項）。 

 審査官が「シフト補正禁止の制限に違反している」と判断して拒絶理由

を通知する場合であって、「シフト補正禁止の制限に違反している」とい

う拒絶理由のみを通知しなければならないならば、その拒絶理由は、「最

初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要にな

った拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知」になりますから、いわゆる「最

後の拒絶理由」になります。 

 また、補正却下された場合（特許法第 53 条第 1項）は補正する前の状態

に戻り、最後の拒絶理由で指摘されていた拒絶理由が解消されていないと

して「拒絶査定」を受けることが一般的です。 

 「最後の拒絶理由」を受けてから行う特許請求の範囲の補正や、拒絶査

定不服審判請求する際に行う特許請求の範囲の補正には、請求項の削除、

特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明の

いずれかを目的とするものでなければならない（特許法第 17 条の 2 第 5

項）という制限が課せられます。 

 そこで、拒絶理由通知を受けてから行う補正には、シフト補正と判断さ

れることがないような内容で行うことが求められます。 

 なお、シフト補正にあたると認定される補正後の発明は、その特許出願

の出願時の明細書、図面に記載されていた発明であるならば、その特許出

願から適式に分割出願（特許法第 44 条）を行って審査を受けることができ

ます。この分割出願の審査で新規性、進歩性などの特許要件を具備してい

ると判断されれば、特許権が成立します。 

 このように、シフト補正がなされたとしても、シフト補正にあたると認

定された補正後の発明については、その特許出願から適式な分割出願（特

許法第 44条）を行って審査を受けるべきところをそのようにしなかったと

いう、いわば手続上の不備が存在していたものでしかありません。 

 そこで、シフト補正がなされた特許出願が、そのことに起因する拒絶理

由などを受けることなく、そのまま特許査定されたとしても直接的に第三

者の利益を著しく害することにはならないと考えられます。 

 このため、上述したように、シフト補正禁止の制限に違反した場合は拒

絶理由を受けることなどになりますが、シフト補正禁止の制限に違反して

いたことは、特許権成立後に申立や請求が行われる特許異議申立て、特許

無効審判請求での理由にはなっていません。 

 



＜シフト補正禁止の判断を受ける対象＞ 

 シフト補正禁止の制限は「拒絶理由通知を受けて補正した後の特許請求

の範囲に記載されている発明」が、「補正前に受けた拒絶理由通知におい

て特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明」

との間で、特許法第第 37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該

当しているかどうかということで判断されます。 

 「拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについて

の判断が示された発明」とは、新規性(特許法第 29 条第 1 項)、進歩性

(同法第 29 条第 2 項)、拡大先願(同法第 29 条の 2)、先願(同法第 39 

条)についての審査がなされた発明のことです。 

 シフト補正が禁止されている趣旨は、上述したように、補正前になされ

た先行技術調査、審査を有効に活用することにありますから、審査官は、

補正前の審査を受けた発明の中で、先行技術調査を要する上述した条文の

要件についての審査がなされた発明に基づいて、補正後の発明がシフト補

正に該当するかどうかを判断することになっています。 

 なお、審査がなされた結果、新規性、進歩性、拡大先願、先願について

の拒絶理由が発見されていなかった発明も「拒絶理由通知において特許を

することができないものか否かについての判断が示 

された発明」にあたるとされています。 

 

＜シフト補正であると判断される場合＞ 

 「拒絶理由通知を受けて補正した後の特許請求の範囲に記載されている

発明」が、「補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができ

ないものか否かについての判断が示された発明」との間で、特許法第第 37

条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合に、シ

フト補正にあたると判断されることになります（特許法第 17 条の 2 第 4

項）。 

 一の特許出願の特許請求の範囲に記載されている２個の請求項に記載さ

れている発明を対比した時に、両者の間に、同一の又は対応する特別な技

術的特徴が存在しているときに、「特許法第第 37条の発明の単一性の要件

を満たす一群の発明」ということになります。 

 特許法第 37条の発明の単一性の要件は、審査を受けている特許出願の特

許請求の範囲に記載されている二以上の請求項記載の発明の間で検討・判

断されます。シフト補正禁止の規定（特許法第 17条の 2第 4項）は、この

単一性の要件を、補正前の特許請求の範囲に記載された発明と、補正後の

特許請求の範囲に記載された発明との間に拡張したものであるといえます。 



 特許出願の手続を専門家である弁理士に依頼している場合には、シフト

補正禁止の制限に違反する補正が弁理士から提案されることはあまりあり

ません。また、違反する可能性がある場合には「この補正の内容ではシフ

ト補正禁止の規定に違反するという拒絶理由を受けることになるかもしれ

ません」という説明を事前に受けるのが一般的であると思われます。 

 「審査を受けている発明には新規性、進歩性を認めることができない」

という拒絶理由を受け、指摘された拒絶理由を覆すべく、特許請求する発

明の内容を大きく変更しようとすると「シフト補正禁止の制限に違反して

いる」という拒絶理由や、補正却下の決定を受けることがあります。そこ

で、専門家である弁理士によく相談することをお勧めします。 

 

■ニューストピックス■ 

 

●ＡＩ開発者も共同発明者として認める方向で検討（政府） 

城内実・内閣府特命（知的財産戦略、科学技術政策）担当大臣は、人工

知能（AI）を使った発明について、AI開発者も共同発明者として認める方

向で検討するとの意向を表明しました。AI開発者が特許の付与を受ける発

明者として認められるか否かはこれまで明確になっていませんでした。具

体的な内容は、2025 年 6月までに策定予定の「知的財産推進計画」で示さ

れる見通しです。 

https://www.gov-

online.go.jp/press_conferences/minister_of_state/202501/video-

292491.html 

 

現在の特許法では、「発明者は自然人に限る」として、AIそのものは発明

者として認めていません。AIが特許法で規定された「発明者」に該当する

かどうかが争点となった「ダバス事件」では、日本を含む多くの国で、発

明者を自然人に限定するという判決が下されています。 

この事件を契機に現在、各国で AI 発明の法的取り扱いが議論されていま

す。 

米国特許商標庁（USPTO）では、昨年２月、「AI支援発明に関する発明者

ガイダンス」を策定。同ガイダンスでは AI の支援を受けた発明であった

としても、発明着想に貢献した自然人は発明者になり得ることを明確にし

ています。 

https://www.uspto.gov/subscription-center/2024/uspto-issues-

inventorship-guidance-and-examples-ai-assisted-inventions 



特許庁によると、現時点では、AI が自律的に発明を創作する事例は確認

されていませんが、今後、技術の進展により、この状況が変わる可能性が

あります。そのため、発明過程で AIを活用した場合の進歩性の判断や発明

者の認定基準といった課題について、現在、特許庁の有識者会議で検討を

進めています。 

現行制度では、人が課題設定やアイデアを出して、AI が化学式などを組

み合わせて創作した発明の場合、真の発明者の認定（発明者適格性）など

は明確になっていません。特許権が付与される発明は、創作過程に人が関

与したものに限られるため、有識者会議では、AIを使った発明の特許取得

には人の関与がどの程度必要になるかなどについて検討する方針です。 

 

今後、AIを用いた発明がより広範囲において出願されることが予想され

る中、政府は、国際的な知財制度の動向を注視しつつ、特許法の解釈の変

更も含めた対応を検討しています。 

 

●標準必須特許の使用料めぐり中国をＷＴＯに提訴（ＥＵ） 

欧州連合（ＥＵ）の欧州委員会は、中国政府がＥＵの標準必須特許（Ｓ

ＥＰ：standard essential patent）をめぐり、特許使用料を不当に引き下

げているとして、世界貿易機関（ＷＴＯ）に提訴したと発表しました。 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_293 

 

欧州委員会によると、中国企業は、通信技術などのハイテク分野で不当

に低い標準必須特許使用料で欧州企業の技術を利用しており、ＷＴＯ協定

違反に当たるとしています。 

「標準必須特許」とは、標準規格に準拠した製品の製造やサービスの提

供を行う際に必ず実施することとなる特許権です。通信分野では高速大容

量規格の「５Ｇ」技術などが該当します。 

欧州にはエリクソン（スウェーデン）やノキア（フィンランド）といっ

た世界的な通信機器メーカーが「５Ｇ」に関連する特許を多く保有してい

ますが、中国政府は、特許権者の承諾を得ないまま特許使用料を低く設定

しているとしています。 

 

●リヤド意匠法条約が採択 

サウジアラビア・リヤドでこのほど開催された外交会議で、「リヤド意匠

法条約」が採択されました。 

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/riyadh-design-law-treaty.html 



この国際条約は、各国で異なる意匠登録、出願手続を調和・簡素化する

ことにより、出願人の負担を軽減することを目的としています。特許法条

約（ＰＬＴ）と商標法に関するシンガポール条約（ＳＴＬＴ）に次ぎ、リ

ヤド意匠法条約（ＤＬＴ：Design Law Treaty）が採択されたことにより、

産業財産権の主要３法に関する国際条約がすべて確立されたことになりま

す。 

 

条約には、グレースピリオド（新規性喪失等の例外）や出願・登録意匠

の非公表の維持（秘密意匠制度）、手続期間を徒過した場合や権利を喪失し

た場合等に一定の条件下で提供される救済措置などが盛り込まれています。 

【条約の主な内容】 

① 出願及び申請時に官庁が課すことができる要件 

② グレースピリオド（新規性喪失等の例外） 

③ 出願・登録意匠の非公表の維持（秘密意匠制度） 

④ 手続救済措置 

(a) 官庁が指定する手続期間の延長 

(b) 意匠出願又は登録に関する権利回復 

(c) 優先権主張の訂正・追加 

(d) 優先権回復 

 

本条約は、15の国又は政府機関が批准書又は加入書を寄託した後 3か月

で効力を生じることになっており、日本で批准する際には意匠法の改正が

行われる予定です。 

 

●改正意匠法に基づく関連意匠の出願状況（特許庁） 

特許庁は、改正意匠法に基づく関連意匠の出願状況を公表しました。そ

れによると、本年 1月 6日時点において、19,697 件（本意匠の公報発行前

の出願が 15,816 件、本意匠の公報発行後の出願が 3,881 件）の関連意匠が

出願されました。 

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyo

u_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf 

 

関連意匠は、デザイン開発において一つのコンセプトから多くのバリエ

ーションの意匠が継続的に創作されるという実情に基づき、同一出願人に

よる一群のデザインを同等の価値を有するものとして保護することを目的

としたものです。 



本意匠の意匠公報発行後（基礎意匠の出願から 10 年を経過する日前ま

で）も関連意匠の出願が可能です。この制度を利用することで、当初製品

投入後に追加的にバリエーションを開発し、一群のデザインとして包括的

に意匠権を取得することもできます。 

 

●特許証・登録証の再交付請求の要件を緩和（特許庁） 

特許庁は、特許証や登録証の再交付請求について、令和７年１月１日以

降は理由を問わず請求することができるよう要件を緩和しました。 

https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tokkyoshou_saikoufu.html 

 

これまで特許（登録）証の再交付にあたっては、「特許（登録）証再交付

請求書」に「汚損・破損・紛失」のいずれかの理由を明示する必要があり

ました。また、汚損・破損の場合には、特許（登録）証を提出（返却）す

ることが求められていました。 

本年１月からは理由を問わずに再交付請求をすることが可能になるとと

もに、汚損・破損の際に求められていた特許（登録）証の提出も不要とな

りました。 

 

書面手続のデジタル化の推進により、特許（登録）証は受領者の選択に

よりオンラインで受領することも可能となりましたが、オンラインで受領

した者から、紙での再交付を請求したいという問い合せが度々寄せられて

いることや、オンラインで受領した特許（登録）証は受領者の判断で制限

なく紙で印刷できる状況であることなどから、再交付請求にあたっての要

件（汚損、破損、紛失）が撤廃されました。 

特許（登録）証の再交付請求に係る提出書類及び料金については特許庁

ＨＰでご確認ください。 

 

*************************************************************** 
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本メールマガジンの無断転載はご遠慮下さい。 

本メールマガジンの記載内容については正確を期しておりますが、弊所

は、利用される方がこれらの情報を用いて行う一切の行為について責任を

負うものではありません。 

 


